
平成３０年度中間市地域公共交通網形成計画推進事業の取組について 

１．地域公共交通の課題 

（１）中間市西部の公共交通空白地区への対策 

（２）中間市東部の公共交通不便地への対策検討 

（３）西鉄バス中間線をはじめとする路線バスの利用促進 

（４）公共交通ネットワークとしての利便性向上による利用促進 

２．課題解決に向けた方策（計画推進事業の取組み） 

（１）公共交通不便地の解消 

（２）交通まちづくりに対する市民の意識向上 

（３）公共交通ネットワークの強化 

３．地域公共交通の将来像（公共交通の方針） 

体系的な交通ネットワークを整備するとともに、利便性の向上、交通環境

の整備により周辺地域との交流及び都市内の円滑な移動を支えるネットワ

ークの構築 
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資料C



平成28年度の取組 

①なかよし号の運行 平成 28年 10月から運行開始

   ②南校区アンケート調査（平成 28 年 10 月 3 日～19 日実施）及びモニタリング

調査 

③公共交通マップの作成と全戸配布 ３月配布 

平成 29年度の取組 

 （１）公共交通不便地の解消 

   ①なかよし号の利用実態の把握

底井野校区アンケート調査（平成29年 9月 27日～10月 13日実施）及び

モニタリング調査 

   ②中間市東部の高低差による不便地をサポートする移動手段の検討 

平成 28 年度に取り組んだ南校区アンケート調査及びモニタリング調査の事業報

告書を基に、中間南校区の住民を対象とした住民座談会（平成 29 年 10 月 18

日、19日、23日、25日の計４日）を開催した。 

（２）交通まちづくりに対する市民の意識向上 

①交通まちづくりの周知（モビリティマネジメントの実施） 

中間西校区の路線バス沿線住民を対象に時刻表や利便施設を掲載した情報冊子の

配布やアンケート調査を実施し、公共交通への利用を促した。 

⇒モビリティ・マネジメントの実施

    ※モビリティ・マネジメントとは、一人ひとりのモビリティ（移動）が、社会 

的にも個人的にも望ましい方向に自発的に変更することを促す、コミュニケーシ

ョンを中心とした交通政策。（「モビリティ・マネジメントの手引き」土木学会） 

②交通まちづくりの周知（高齢者の免許返納施策） 

高齢者が加害者となる事故の防止と公共交通利用のきっかけになることを目的と

して、70 歳以上の高齢者で運転免許証を自主返納した方を対象とした高齢者運

転免許証自主返納支援事業を平成29年 10月 1日から実施した。 
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平成３０年度の取組 

 （１）公共交通不便地の解消

   ①中間市西部の公共交通空白地区をサポートする移動手段の検討 

平成 2９年度に取り組んだ底井野校区アンケート調査及びモニタリング調査の事

業報告書を基に、底井野校区の住民を対象とした住民座談会の開催。 

⇒なかよし号の運行計画等の見直しに向けて、アンケート調査では把握できなか

った地域住民のニーズの把握を行う。 

②中間南校区コミュニティバス「フレンドリー号」及び底井野校区コミュニティバス

「なかよし号」の運行改善

今後の運行改善に向けて、平成２９年１０月に実施した中間南校区住民座談会での

意見や今年度実施予定の底井野校区住民座談会での意見を基に、改善に取組むこと

とし、引き続き運行状況の分析を行いながら検討を行う。 

（２）交通まちづくりに対する市民の意識向上 

①交通まちづくりの周知（モビリティマネジメントの実施） 

平成２９年度に中間西校区の路線バス沿線住民を対象に配布した情報冊子と同様

の情報冊子を作成し、他の校区の路線バス沿線住民に配布する。また、直接住民か

ら意見を聞くことができる機会を検討し、公共交通への利用を促す。 

    ②交通まちづくりの周知（高齢者の免許返納施策） 

    高齢者が加害者となる事故の防止と公共交通利用のきっかけになることを目的 

として、70歳以上の高齢者で運転免許証を自主返納した方を対象とした高齢 

者運転免許証自主返納支援事業を継続して行う。 

地域公共交通ネットワークの強化 
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４ 平成３０年度実施スケジュール案 

年月 

項目 

平成３０年 平成３１年 

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 1 2 3 

コミュニティバスの利用

促進・運行改善 

南校区「フレンドリー号」

利用促進・運行改善 

底井野校区「なかよし号」

利用促進・運行改善 

底井野校区コミュニティ

バス実態把握 

①座談会 

路線バス沿線住民に対す 

るモビリティマネジメン 

ト 

① コミュニケーション

ツールの作成 

② コミュニケーション

ツールの配布・分析 

③ 効果・課題の検証、報

告書作成 

高齢者の免許返納施策 

① 免許証自主返納支援

事業 

交通会議開催 ◆  ◆  □ □ ◆ ◆ 

◆：交通会議  □：幹事会 
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【参考】中間市の公共交通まちづくりに向けた施策の概要と実施スケジュール

（１）実施施策の概要  ※中間市地域公共交通網形成計画抜粋 

▼中間市の公共交通まちづくりに向けた施策の概要

方   策 実施施策の概要 

公共交通不便地の

解消 

①中間市西部の空白地へ新たな公共交通の導入

公共交通不便地である底井野校区へ公共交通を導入する。 

②中間市東部の高低差による不便地をサポートする移動手段の検討

南校区コミュニティバスを検証することで、高低差による公共交通不便地の改

善を検討する。 

中間市の公共交通

ネットワークの強化

①乗継拠点における乗継ダイヤの改善

公共交通のネットワークとしての一体性を高め、各拠点へのアクセスの利便性

向上や拠点間の連携強化のため、交通結節点での乗り継ぎに配慮したダイヤを

検討する。 

②-１乗継環境の改善（拠点バス停のバス待ち環境の向上）
乗継の拠点となるバス停において、バスを待つ環境の向上を検討する。 

②-２乗継環境の改善（乗継拠点駅におけるバス情報の充実）
バス利用者がバスを利用するときに必要な情報を、手軽にわかりやすく提供し、

利便性向上を図る。 

②-３乗継環境の改善（ICカードの利用促進）
nimoca及びSUGOCAカードの利用環境拡大による利便性向上を図り、都心

部での利便性向上や公共交通利用促進をめざす。 

②-４乗継環境の改善（バス接近情報の提供）
いつバスが来るかわからないという心理的抵抗感を軽減することで利用促進を

めざす。 

②-５乗継環境の改善（移動環境の改善）
ノーマライゼーションの理念に基づき、公共交通利用環境の改善をめざす。 

③他分野との連携等による地域全体で公共交通を支えるしくみづくり

地元企業との連携によって、公共交通の維持に向けた取り組みをめざす。 

中間市の交通まち

づくりに対する市民

の意識向上

①-１交通まちづくりの周知（公共交通マップの配布）
市民の公共交通への意識向上及び利用促進に向けて、公共交通まちづくりに関

する情報提供を行う。 

①-２交通まちづくりの周知（モビリティ・マネジメントの展開）
市民一人ひとりのライフスタイルに公共交通の利用が定着するよう、モビリテ

ィ・マネジメント※（MM）等の広報・啓発活動を行う。 

①-３交通まちづくりの周知（高齢者の免許返納施策）
高齢者の免許返納に対して、公共交通の利用の支援策を検討する。 
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（２）実施スケジュール  ※中間市地域公共交通網形成計画抜粋 

▼施策の実施スケジュールと主な実施主体

方策 及び 具体施策
スケジュール 主な

実施主体H28 H29 H30 H31 H32 

1．公共交通不便地の解消

施策①

中間市西部の空白地へ新たな公共交通の導

入

事業者、市

施策②

中間市東部の高低差による不便地をサポー

トする移動手段の検討

事業者、市

2．中間市の公共交通ネットワークの強
  化

施策①

乗継拠点における乗継ダイヤの改善
事業者、市

施策②-1 
乗継環境の改善（拠点バス停のバス待ち環

境の向上）

事業者、市

施策②-2 
乗継環境の改善（乗継拠点駅におけるバス

情報の充実）

事業者、市

施策②-3 
乗継環境の改善（ICカードの利用促進） 事業者、市

施策②-4 
乗継環境の改善（バス接近情報の提供）

事業者、市

施策②-5 
乗継環境の改善（移動環境の改善）

事業者、市

施策③

他分野との連携等による地域全体で公共交

通を支えるしくみづくり

事業者、市

関係地区におけるモニタリン
グによる検証

見直し及び他地
区への運用検討

導入
住民 

アンケート 
住民座談会 評価・ 

見直し 

住民 
アンケート 

住民座談会
評価・ 
見直し 

協議・準備 
・実施 

市民利用 
の検証 

実施

市民利用 
の検証 

市民利用 
の検証 

市民利用 
の検証 

市民利用 
の検証 

実施準備・実施期間 評価 

※南校区コミュニティバスのモニタリング

結果による評価

※底井野校区への新たな公共交通導入とモニタリング

結果による評価
※見直し運行

※見直し運行。および他

地区への運用検討

※事業者と協議及び実施 ※適宜、ダイヤ見直し ※評価

※事業者と協議及び実施 ※乗継改善の継続実施 ※評価

※評価

※ICカード利用の促進に向けた情報発信に取り組む ※評価

※西鉄バスと調整・検討を行う。 ※評価

※バリアフリーまちづくりへの検討を進め、取り組めるところから実

施する。

※公共交通まちづくりへの理解を事業者等へ図り、取り組めるところ

から実施する。

協議・準備 
・実施 

協議・準備 
・実施 

協議・準備 
・実施 

協議・準備 
・実施 

協議・準備 
・実施 
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方策 及び 具体施策
スケジュール 主な

実施主体H28 H29 H30 H31 H32 

3．中間市の交通まちづくりに対する市
民の意識向上

施策①-1 
交通まちづくりの周知（公共交通マップの

配布）

市民、

事業者、市

施策①-2 
交通まちづくりの周知（モビリティ・マネ

ジメントの展開）

市民、

事業者、市

施策①-3 
交通まちづくりの周知（高齢者の免許返納

施策）

市民、

事業者、市

市民利用 
の検証 

実施

市民利用 
の検証 

MMの準備 
・実施 

市民への啓発・取組み促進
の期間 

効果検証期間 

※最初に市民への啓発活動としてマップ作製を行う。

       ※続いて、利用環境の改善などの実施状

況に合わせてMMツールとして作成

※路線バス沿線住民等を対象に MM を実

施する

※評価

※評価

※関係部署と協議を進め、取り組みを検討する。

協議・準備 
・実施 

- 7 -



平成３０年度中間市地域公共交通網形成計画推進事業実施業務委託 

１ 業務委託内容 

路線バス沿線住民に対するモビリティマネジメント 

  路線バス沿線住民を対象としたモビリティマネジメントを実施し、日常の移動において公共交 

通を利用する意識を醸成する。対象世帯は、中間校区または中間北校区の路線バス沿線住民を

対象。 

（１）コミュニケーションツールの作成 

  路線バス沿線地域の「居住者」向けの公共交通情報冊子の作成を行う。冊子には、取り組みの 

趣旨説明や、対象地域を運行する公共交通の情報（ルート図・時刻表など）、公共交通の利用 

に向けた動機付けの情報等を盛り込む。 

（２）コミュニケーションツールの配布 

  対象者とのコミュケーション施策として、沿線住民に対して、行動変容について考えてもらう 

ためのコミュニケーションツールを配布する。 

（３）効果・課題の検証 

コミュニケーションツールの配布後に、居住者へのモビリティマネジメントの効果や課題等を

検証する。 

２ 委託期間 

  平成３０年７月上旬から平成３１年３月３１日まで 

３ 対象区域 

  路線バス沿線地域（中間校区または中間北校区） 
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